
 2018年 4 月吉日 

    

お客様各位 

 
 

【輸出】NHAVA SHEVA 向け BL 記載必須項目についてのお願い 
 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

掲題に関しまして、この度インド税関の通達により、NHAVA SHEVA向け及び NHAVA SHEVA経由内陸 ICD向け

貨物に関し、BL 面上に下記 3項目を記載する事となりました。 

 お客様にはお手数をお掛けしますが CONSIGNEE様欄に、下記内容を記載いただけますようお願い申し上げま

す。 

 

敬具 

 

 

-記- 

 

【対象貨物】 ： NHAVA SHEVA向け及び NHAVA SHEVA経由内陸 ICD 向け貨物 

 

【記載項目】 ：  LCLは DRもしくは ACL上、FCLは荷主様の S/I上にご記載下さい。 

 

 1. IMPORT & EXPORT CODE (IEC) OF IMPORTER (輸出入業者登録番号 10桁) 

               2.  GST IDENTIFICATION NO.(GSTIN) OF IMPORTER (輸入者物品サービス税識別番号 15桁) 

         3. OFFICIAL EMAIL ID OF IMPORTER (船会社及び・税関からのコンタクト用) 

 

 

【適用開始日】： 平成 30 年 4月 1 日 以降発行の BL 

 

上記 3 項目の記載がない場合、現地での通関及び貨物引渡し時にトラブルがおこる可能性がございますの

で、ご留意頂けますようお願い申し上げます。尚、本通達は現時点では NHAVA SHEVA及び NHAVA SHEVA経由

内陸 ICD のみ対象となっておりますが、今後その他の地域に適用される可能性もございます。 

 

以上 

 

お問い合わせ先：  

ニュースターライン株式会社   

TEL: 052-218-3737  FAX: 052-218-3770 


